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 令 和 ２ 年 第 ２ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、 報

告 第 ４ 号 か ら 報 告 第 ７ 号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

まず、報告第４号「令和元年度伊佐市一般会計予算継続費

繰越計算書」について説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本件につきましては、新庁舎建設検討事業（オフィス環境

整備支援業務委託）の令和元年度の執行残額 35万円を令和２

年 度 に 繰 り 越し ま し た の で、 地 方 自 治 法施 行 令 第 145条 第 １

項の規定により繰越計算書を調製し、ここに報告するもので

あります。  

 

 

次 に 、 報 告 第 ５ 号 「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 予 算 繰

越 明 許 費 繰 越 計 算 書 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本件につきましては、法制・議会関係事務事業、聖火リレ

－開催事業、新庁舎建設検討事業、いきがい交流センタ－事

業、保育対策総合支援事業、災害対策支援事業、一般廃棄物

最終処分場維持管理事業、旧衛生センタ－管理事業、アフリ

カ豚コレラ侵入防止緊急対策支援事業、硫黄山関連対 策事業、

地方創生推進事業、一般管理道路新設改良、過疎債・路線整

備事業、浸水対策道路整備事業、橋梁長寿命化修繕事業、防

災施設整備事業、防災行政無線整備事業、 事務局事業、フュ

ーチャースクール推進事業、小学校大規模改修（空調設備設

置）事業、幼稚園大規模改修（空調設備設置）事業、市単独

土 木 災 害 復 旧事 業 、 以 上 22事 業 の 総 額 ９億 6,622万 ４ 千 円 の

う ち ８ 億 7,534万 ２ 千 円 を 令和 ２ 年 度 に 繰り 越 し ま し たの で、

地 方 自 治 法 施行 令 第 146条 第２ 項 の 規 定 によ り 繰 越 計 算書を

調製し、ここに報告するものであります。  
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次 に 、 報 告 第 ６ 号 「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事

業 特 別 会 計 予 算 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 」 に つ い て 説 明 申

し 上 げ ま す 。  

 

本件につきましては、（農集）機能強化対策事業 3,934万２

千円の全額を令和２年度に繰り越しましたので、地方自治法

施 行 令 第 146条第 ２ 項 の 規 定に よ り 繰 越 計算 書 を 調 製 し、こ

こに報告するものであります。  

 

 

次 に 報 告 第 ７ 号 「 菱 刈 泉 熱 開 発 有 限 会 社 経 営 状 況 」 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 第 2 5期 事 業 報 告 書 の １ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 当 期

の 概 要 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 令 和 ２ 年 ３ 月 末 の 給 湯 先 件 数 は 、 前 期 末 と 変 わ ら ず 1 6

件 で 、 給 湯 量 は 、 前 期 末 と 同 量 の 毎 分 7 3 5リ ッ ト ル で あ り

ま す 。  

 

 業 績 に つ き ま し て は 、 ２ ペ ー ジ 以 降 で 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 ２ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。  

 

 ま ず 、 資 産 の 部 は 、 流 動 資 産 に 預 金 3 9 6万 3 , 4 9 2円 及 び

売 掛 金 ２ 万 ７ 千 円 の 合 計 3 99万 4 9 2円 と な り ま す 。 負 債 及

び 資 本 の 部 に つ い て は 、 流 動 負 債 に 未 払 費 用 1 0万 円 、 未

払 法 人 税 等 ７ 万 １ 千 円 及 び 預 り 金 ７ 万 ２ 千 円 、 資 本 金 に

3 0 0万 円 、 剰 余 金 に 前 期 繰 越 利 益 7 5万 3 , 1 5 7円 、 当 期 純 損

失 5 , 6 6 5円 の 合 計 3 9 9万 4 9 2円 で あ り ま す 。  
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 次 に ３ ペ ー ジ の 損 益 計 算 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 営 業 損 益 の 部 の 売 上 高 は 、 旅 館 等 に 給 湯 し て い る 湯 料

で 1 9 6万 8 0 0円 で あ り 、 こ れ か ら 売 上 原 価 1 6 5万 2 , 8 9 8円 及

び 一 般 管 理 費 2 4万 2 , 6 5 6円 を 差 し 引 い た 営 業 損 益 は ６ 万

5 , 2 4 6円 の 黒 字 に な り ま す 。  

 

 こ の 営 業 損 益 に 営 業 外 収 益 を 加 え た 経 常 利 益 は ６ 万

5 , 3 3 5円 と な り 、 こ れ か ら 法 人 税 及 び 住 民 税 等 ７ 万 １ 千 円

を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は 、 マ イ ナ ス 5 , 6 6 5円 と な り 、 前 期

繰 越 損 益 を 加 え た 当 期 未 処 分 利 益 は 、 7 4万 7 , 4 9 2円 で あ り

ま す 。  

 

次 に ４ ペ ー ジ の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に つ い て 説 明 申

し 上 げ ま す 。  

 

 資 本 金 は 、 伊 佐 市 と 住 友 金 属 鉱 山 株 式 会 社 が 3 0株 ず つ

の 計 6 0株 保 有 し て お り ま す 。 一 株 ５ 万 円 で あ り ま す 。  

 

 繰 越 利 益 剰 余 金 の 当 期 末 残 高 は 7 4万 7 , 4 9 2円 、 株 主 資 本

合 計 及 び 純 資 産 の 当 期 末 残 高 は 、 3 7 4万 7 , 4 9 2円 と な り ま

す 。  

 

 次 に 、 第 2 6期 事 業 計 画 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 売 上 高 は 1 9 6万 １ 千 円 を 見 込 ん で お り ま す 。  

 

 原 価 計 は 1 6 5万 ４ 千 円 、 一 般 管 理 費 は 2 4万 円 、 営 業 利 益

は ６ 万 ７ 千 円 と な り 、 こ れ に 法 人 税 及 び 住 民 税 等  

７ 万 １ 千 円 を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は マ イ ナ ス ４ 千 円 を  

見 込 ん で お り ま す 。  
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 今 後 も 厳 し い 経 営 が 予 想 さ れ ま す が 、 引 き 続 き 経 費 の

一 層 の 節 減 を 図 る よ う 努 め て ま い り ま す 。  

 

 以 上 で 報 告 ４ 件 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  
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 議 案 第 3 8号 か ら 議 案 第 4 6号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 ま ず 、 議 案 第 3 8号 「 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と 」 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、「 伊 佐 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 」 を 専 決 処 分 し た も の で 、 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 、 地 方 税 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 及 び 地

方 税 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 が 令 和 ２ 年 ４ 月 3 0

日 に 公 布 さ れ た こ と に 伴 い 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

の 影 響 に よ り 収 入 が 減 少 し 、 納 税 す る こ と が 困 難 で あ る

事 業 者 等 に 対 し 、 無 担 保 か つ 延 滞 金 な し で １ 年 間 徴 収 を

猶 予 で き る 特 例 を 設 け る こ と な ど 、 所 要 の 改 正 を 行 っ た

も の で あ り ま す 。  

 

本 件 に つ い て は 、 特 に 緊 急 を 要 す る た め 、 議 会 を 招 集

す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め た の で 、

地 方 自 治 法 第 1 7 9条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 し た も の

で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 、 承 認 を 求 め

る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 3 9号 「 令 和 ２ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ２ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 対 策 関

連 経 費 の ほ か 、 国 、 県 の 補 助 事 業 費 の 内 定 等 に 伴 う 措 置

に つ い て 、 所 要 の 措 置 を 行 っ て お り ま す 。  

 

補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。  
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 ま ず 、 総 務 費 に つ き ま し て は 、 新 庁 舎 建 設 に 伴 う 用 地

取 得 及 び 補 償 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し た ほ か 、

個 人 番 号 カ － ド 等 関 連 事 務 委 任 に 要 す る 経 費 に つ い て 追

加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

民 生 費 に つ き ま し て は 、 障 害 福 祉 サ － ビ ス 事 業 所 の 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 対 策 へ の 支 援 に 要 す る 経 費 に

つ い て 新 た に 措 置 し 、 衛 生 費 に つ き ま し て は 、 医 療 機 関

の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 対 策 へ の 支 援 に 要 す る 経

費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、 薩 摩 中 央 家 畜 市 場 施 設

整 備 負 担 金 に つ い て 新 た に 措 置 し た ほ か 、 ふ る さ と の 森

生 産 性 強 化 対 策 事 業 の 支 援 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の

措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

商 工 費 に つ き ま し て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対

応 対 策 関 連 経 費 と し て 、 雇 用 の 維 持 と 経 済 活 動 の 回 復 を

図 る た め 、 事 業 継 続 支 援 事 業 、 緊 急 地 域 経 済 活 性 化 対 策

事 業 及 び ふ る さ と 「 絆 」 づ く り 事 業 の 支 援 に 要 す る 経 費

に つ い て 新 た に 措 置 し 、 土 木 費 に つ き ま し て は 、 川 内 川

上 流 河 川 改 修 期 成 同 盟 会 の 負 担 金 に つ い て 追 加 の 措 置 を

講 じ て お り ま す 。  

 

消 防 費 に つ き ま し て は 、 菱 刈 地 区 の 防 災 無 線 デ ジ タ ル

化 更 新 に 伴 う 既 存 設 備 の 撤 去 工 事 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス 感 染 防 止 対 策 と し て 、 避 難 所 の 間 仕 切 り 板 購 入 に 要 す

る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ 、 教 育 費 に つ き ま し て

は 、「 伊 佐 市 立 小 ・ 中 学 校 未 来 の 教 室 基 金 」 へ の 積 立 て 並

び に 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 対 策 と し て 、 小 学 ４ 年

生 以 上 の 児 童 生 徒 へ １ 人 １ 台 タ ブ レ ッ ト 等 の 整 備 及 び 家
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ル － タ 等 の 通 信 機 器 整 備 に 要 す る

経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 以 上 、 歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 こ れ ら の 財

源 に つ き ま し て は 、 地 方 譲 与 税 、 分 担 金 及 び 負 担 金 、 国

庫 支 出 金 、 県 支 出 金 、 財 産 収 入 、 寄 附 金 、 繰 入 金 、 諸 収

入 及 び 市 債 を も っ て 充 当 し て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

７ 億 2 , 8 3 0万 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 2 0 1億 6 , 8 3 0万 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

こ の ほ か 、 年 度 内 に 事 業 が 完 了 す る 見 込 み が な い た め 、

新 庁 舎 建 設 事 業 に 明 許 繰 越 に よ る 繰 越 し の 措 置 を 講 じ 、

債 務 負 担 行 為 で は 、 自 治 体 ク ラ ウ ド 導 入 事 業 に つ い て 廃

止 の 措 置 を 講 じ 、 地 方 債 で は 、 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業

に つ い て 限 度 額 を 変 更 す る 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 0号 「 令 和 ２ 年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 新型コロナウイルスに感

染又は感染が疑われる場合に 、 被 保 険 者 に 対 し て 支 給 す る

傷病手当金に つ い て 新 た に 措 置 したほか、新 型 コ ロ ナ ウ イ

ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り 収 入 が 減 少 し た こ と 等 に よ る 国

民 健 康 保 険 税 の 減 免 に 係 る 過誤納還付金について追 加 の 措

置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

1 , 9 2 5万 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ
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ぞ れ 3 9億 6 , 7 2 5万 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 1号 「 令 和 ２ 年 度 伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特

別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 介 護 事 業 所 の 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 対 策 へ の 支 援 に 要 す る 経 費 に つ い て

新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 8 5

万 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

3 2億 6 , 6 8 5万 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 4 2号 「 伊 佐 市 立 小 ・ 中 学 校 未 来 の 教 室 基

金 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 立 小 学 校 及 び 中 学 校 の 学

習 環 境 の 整 備 に 資 す る 事 業 の 充 実 を 図 る た め 、 本 条 例 を

制 定 す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 4 3号 「 伊 佐 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ る 行 政

手 続 等 に 係 る 関 係 者 の 利 便 性 の 向 上 並 び に 行 政 運 営 の 簡

素 化 及 び 効 率 化 を 図 る た め の 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通

信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

施 行 に 伴 い 、 通 知 カ ー ド の 再 発 行 に 要 す る 手 数 料 を 廃 止

す る な ど 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 4号 「 伊 佐 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  
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 本 件 に つ き ま し て は 、 介 護 保 険 法 施 行 令 及 び 介 護 保 険

の 国 庫 負 担 金 の 算 定 等 に 関 す る 政 令 の 一 部 を 改 正 す る 政

令 の 施 行 に 伴 い 、 低 所 得 者 に 対 す る 介 護 保 険 料 の 軽 減 を

強 化 す る こ と 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ

り 収 入 が 減 少 し た こ と 等 に よ る 介 護 保 険 料 の 減 免 に つ い

て 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 5号 「 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影

響 に よ り 収 入 が 減 少 し た こ と 等 に よ る 国 民 健 康 保 険 税 の

減 免 に つ い て 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 6号 「 財 産 の 取 得 」 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 初 年 度 登 録 か ら 2 2年 を 経 過 し た

第 1 3分 団 の 消 防 ポ ン プ 自 動 車 の 更 新 に 係 る 仮 契 約 を 、 株

式 会 社 鹿 児 島 消 防 防 災 と ５ 月 ７ 日 に 締 結 し ま し た の で 、

地 方 自 治 法 第 9 6条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に

付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３

条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 

 以 上 、 議 案 ９ 件 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 よ ろ し

く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  


